
小田原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例（平成２７年小田原市条例第４３

号）・抄

（指定事業者の指定等）

第５条 市長は、法第１１５条の４５の５第１項の申請があった場合において、次の各号のいず

れかに該当するときは、法第１１５条の４５の３第１項の指定をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 当該申請に係る法人の役員等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなるまでの者であるとき。

(3) 申請者（当該申請に係る法人の役員等を含む。次号から第６号まで及び第１０号において同
じ。）が、法又は政令第３５条の２各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、政令第３５条の３各号に掲げる労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、保険料等（法第７０条第２項第５号の３の保険料等をいう。以下この号において
同じ。）について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞

納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当

該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者である

とき。

(6) 申請者が、法第１１５条の４５の９（第１号を除く。）の規定により指定を取り消され、そ
の取消しの日から起算して５年を経過しない者（当該指定の取消しの処分に係る行政手続法

（平成５年法律第８８号）第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の

役員等であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）であるとき。

ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の

理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制

の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の

程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当で

あると認められるものに該当する場合を除く。

(7) 申請者と密接な関係を有する者が、法第１１５条の４５の９（第１号を除く。）の規定によ
り指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過していないとき。ただし、当

該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となっ

た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備につ

いての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮

して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認め

られるものに該当する場合を除く。

(8) 申請者が、法第１１５条の４５の９（第１号を除く。）の規定による指定の取消しの処分に
係る行政手続法第１５条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしな

いことを決定する日までの間に省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による第１号



事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該

届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。

(9) 前号に規定する期間内に省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による第１号事業
の廃止の届出があった場合において、当該申請に係る法人の役員等が、前号の通知の日前６

０日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の

役員等であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。

(10) 申請者が、当該申請前５年以内に法第２３条に規定する居宅サービス等又は第１号事業
に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

２～４ （略）


